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・ 画地面積は、換地処分による面積と差異が生じる場合があります。
  この差異が生じた場合は、原則として譲渡価格の精算を行います。
　　なお、上記の仮換地面積が小数点2桁まで表示する宅地については、原則として面積変更を
　予定していません。
・ 画地は、法面・擁壁を含めた分譲です。法面等の維持管理については、居住する方が
　行います。
・ 電柱等が宅地にある場合には、占有について東北電力(株)もしくは施設管理者と個別に契約
　をしていただきます。
・ 平成23年3月11日に発生した地震に伴う津波により、浸水した地域です。
・ 現状有姿により売買契約を締結します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【次項につづく】

・換地処分は、 平成31年1月 までを予定しております。

(様式第１号)

・ 土地区画整理事業内の土地につき、土地利用に関し、種々の規制を受けます。
・ 換地処分以前の土地に関する権利変動に際しては、所定の届け出が必要です。詳しくは、
「使用収益開始ガイドブック」を参照ください。
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東北電力㈱東北電力コールセンター等

大槌町水道事業所

事 業 所 名

無

無

0193-42-8714

無

電話番号

建物・工作物

負担の内容

0193-42-2035

位
置
図

別紙「全体図」、「位置図」参照

供
給
施
設
等
の
状
況

供 給 施 設

電 気

上 水 道

下 水 道

引込状況

有

有

ガ ス

用 途 地 域 ①

建築基準法第22条区域

用 途 地 域 ②

大槌町復興推進課

町内プロパンガス事業者等

負担の有無

7、11

281.64

道路幅員及び接道状況等

200%

そ の 他 制 限

私道の負担等に関する事項

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

風 致 地 区

19

最 低 売 却 価 格

地 積

指定なし

都 市 計 画 区 域

6.0m 大町７号線（町道） ―

住 居 表 示

36

物　件　調　書

都市計画区域内（非線引き）

60%第１種住居地域 容 積 率 ①

防 火 地 区

―

宅地

仮 換 地 街 区 画 地 番 号

平成30年3月23日 作成

－ 容 積 率 ②

所 在 地

１　土地の概要

8,561,856

建 ぺ い 率 ①

町方地区区画整理事業地内

画地番号

物 件 番 号

街区番号

土地区画整理法第76条申請 町方地区地区計画（住宅地区）

－

日 陰 制 限指定なし 建築基準法に準拠

－ 建 ぺ い 率 ②
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地区計画の手引き」（平成27年8月版）を参照ください。○地区計画については、「 町方地区

【宅地地盤について】
○地盤面の高さの制限
　 地区計画により地盤面の高さは、震災復興土地区画整理事業の造成工事竣工時の高さを維持
することとなっています。

○造成の地耐力等
　造成部分（切土を含む）において、性能目標に達しているかを確認しています。なお、元の
地盤面より下方については性能目標の対象外としております。
 ※性能目標とは、一般的な戸建て木造住宅の２階建住宅が地盤補強なしに通常の布基礎で建築
できることを参考にしたものです。

【制限の概要等に関する資料】
○土地区画整理地内の各種手続き及び諸設備の使用等については、「使用収益開始ガイドブッ
ク」（平成28年4月第3次改定版）を参照ください。


